
廿日市市の
こんなことが決まりました

会期17日間　６月７日～６月23日

６月
定例会

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
に
よ
る
家
計
へ
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
高
校
３
年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
す
る
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
一

人
当
た
り
１
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

●
子
育
て
世
帯
へ
の
物
価
高
騰
対
策

　
　
　
　
　
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業　
　
　
１
億
８
７
１
２
万
９
千
円

こ
の
ほ
か
に
も
、
コ
ロ
ナ
や
物
価
高
騰
等
に
対
す
る
生
活
支
援
と
し
て
、
低

所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
や
、
令

和
４
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
金
を
盛
り
込
ん
だ
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
が
専
決
処
分
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
最
終
日
に
は
、

燃
料
高
騰
に
苦
し
む
交
通
事
業
者
に
対
し
て
、
県
と
連
携
し
て
支
援
を
行
う

地
域
公
共
交
通
等
支
援
事
業
な
ど
を
計
上
し
た
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
が
追
加
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

こ
の
事
業
を
子
育
て
世
帯
に
特
化
し
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、継
続
事
業
な
の
か
。

Ａ	
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
物
価
高
騰
は
、
低
所
得
者
層
だ
け
で
な
く
中
間
層
に
ま
で

影
響
を
与
え
て
お
り
、
広
く
子
育
て
世
代
へ
の
支
援
と
し
た
。
事
業
継
続
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
物
価
高
騰
の
状
況
も
見
な
が
ら
、
財
源
と
な
る
交
付
金
も
考

慮
し
考
え
て
い
き
た
い
。

Ｑ	

プ
ッ
シ
ュ
型
支
給
の
対
象
を
広
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

Ａ	

検
討
も
必
要
だ
が
、
ま
ず
は
対
象
世
帯
へ
早
期
の
周
知
徹
底
に
努
め
た
い
。

〈
議
案
第
53
号
〉
令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
な
ど

物
価
高
騰
の
負
担
軽
減
へ

子
育
て
世
帯
に
給
付
金

Pick up1

議案の状況
令和４年度補正予算
　一般会計・特別会計・企業会計� ……�５件
条例案
　廿日市市税条例等の一部を改正する
　条例など� ……�６件
その他の事案
　過疎地域持続的発展計画の変更など�…�４件

人事案件
　廿日市市固定資産評価審査委員会委員の
　選任の同意� ……�１件
報告
　専決処分事項など� ……�13件
発議
　廿日市市議会議員の議員報酬等の
　特例に関する条例など� ……�２件
閉会中の継続審査（所管事務調査）� ……�１件

計32件

今号では
この中から
３つを

Pick up
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過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
は
、
過
疎
地
域
の

持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

規
定
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

す
。
当
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
に
は
※
過

疎
対
策
事
業
債
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
市
に
お
け
る
計
画
の
対
象
は
、
こ
れ
ま
で
宮

島
・
吉
和
地
域
で
し
た
が
、
令
和
４
年
４
月
１

日
に
佐
伯
地
域
が
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
た
た

め
、
当
計
画
に
佐
伯
地
域
を
加
え
、
内
容
を
変

更
し
ま
す
。

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

こ
れ
ま
で
継
続
事
業
を
行
っ
て
も
過
疎
に
な
っ
た
。
抜
本
策
が
必
要
で
は
。

Ａ	

有
利
な
財
源
を
活
用
し
、
過
疎
指
定
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
小
さ
な
拠
点
づ

く
り
な
ど
、
中
山
間
地
域
の
活
性
化
策
を
地
域
と
一
緒
に
進
め
た
い
。

Ｑ	

医
療
体
制
の
確
保
が
必
要
だ
が
ど
う
か
。

Ａ	

今
回
の
計
画
の
26
事
業
に
「
医
療
」
は
入
っ
て
い
な
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
な

ど
の
動
向
を
見
据
え
つ
つ
、
地
域
の
方
が
医
療
で
ど
う
い
っ
た
不
便
を
感
じ
て

お
ら
れ
る
か
を
把
握
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
過
疎
債
の
追
加
も
考
え
る
。

※
過
疎
対
策
事
業
債
（
過
疎
債
）

ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
事
業
に
充
当
で
き
、
元
利
償
還
金
の
70
％
は
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需

要
額
に
算
入
さ
れ
る
。

燃
料
費
の
高
騰
等
に
伴
う
電
気
料
金
の
更
な
る
値
上
げ
が
想
定
さ
れ
る
な
か
、

独
立
採
算
性
が
求
め
ら
れ
る
下
水
道
事
業
の
経
費
抑
制
や
Ｃ
Ｏ
２
削
減
を
目

的
と
し
て
、
民
間
提
案
制
度
に
よ
り
太
陽
光
発
電
施
設
を
廿
日
市
浄
化
セ
ン

タ
ー
と
大
野
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
導
入
し
ま
す
。

太
陽
光
発
電
施
設
は
20
年
間
の
リ
ー
ス
契
約
と
な
り
ま
す
が
、
リ
ー
ス
料
を

上
回
る
電
気
料
が
削
減
で
き
る
見
込
み
で
す
。

●
債
務
負
担
行
為
限
度
額
（
令
和
４
～
24
年
度
）
３
億
１
６
８
０
万
円

※	

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
と
20
年
間
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
の
総
額
で
あ
り
、

リ
ー
ス
の
相
手
先
は
、
大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社
で
す
。

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

Ｑ	

佐
伯
地
域
に
あ
る
下
水
処
理
場
へ
の

導
入
は
検
討
し
な
か
っ
た
の
か
。

Ａ	

１
年
を
通
じ
て
日
射
量
が
多
く
比
較

的
安
定
し
た
発
電
量
が
見
込
ま
れ
る

の
が
、
廿
日
市
浄
化
セ
ン
タ
ー
と
大

野
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。

Ｑ	

太
陽
光
パ
ネ
ル
の
耐
用
年
数
は
。

Ａ	

リ
ー
ス
期
間
よ
り
長
い
25
年
と
な
っ

て
い
る
。

〈
議
案
第
57
号
〉
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

〈
議
案
第
56
号
〉
令
和
４
年
度
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

下
水
処
理
場
内
遊
休
地
に

太
陽
光
発
電
施
設
を
導
入

Pick up3

過
疎
指
定
さ
れ
た
佐
伯
地
域

計
画
に
沿
っ
て
持
続
的
発
展
を

Pick up2

佐伯地域（旧佐伯町）の人口
人口（人）

昭和55年 平成２年 平成７年 平成27年 令和２年
9,900 10,679 12,420 9,890 8,960
　　　　　　　　　　　 		27.９％減�
令和２年国勢調査の結果に基づく過疎地域指
定の人口要件
・昭和55～令和２年の減少率が30％以上
・平成７～令和２年の減少率が23％以上

太陽光発電施設設置イメージ図
（廿日市浄化センター）
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